
他医療機関で作成された光ディスク（CD-R等）の
取り扱いについて

当院では、他医療機関で作成された患者紹介等に

付随する医用画像が記録された光ディスク（CD-R

等）について、電子カルテから参照できるよう画

像記録装置に取り込みを行っております。

取り込み後、当院にて3ヶ月保管した後に廃棄さ

せていただきます。

ただし、紹介元の医療機関に返却を要する場合は、

ご受診された当日中に、返却させていただいてお

ります。

ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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